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である。

5.2.2分 配

4節 で述べたように,カ ニ,エ ビ,オ ヒョウなどの資源は,何 かの理由で漁船に乗

船する人々が食べたいときに捕獲 し,消 費する類の資源である。 これらの資源を捕獲

する人々は 余剰がでない限 り 必ず しも捕獲に立ち会わなかった人々への分配を

考慮するわけではない。対照的に,サ ケはできるだけ多 くのクワクワカワクゥ 具

体的には,漁 師が属すヌマイムの成員 に毎年分配されるよう配慮され,あ らか じ

め捕獲量が決められる。 また,サ ケが加工 されて瓶詰めになると,そ れは来訪者への

貴重な贈答品にもなる。つまり,カ ニやエ ビなどと比べると,サ ケの分配にはある種

の 「儀礼」性が確認 される。 これらの事実をふ まえれば,サ ケ固有の意義を分配の側

面に見出す人類学者の指摘は正 しいように思われる。

しかし実際には,分 配の儀礼性はサケだけでなくユーラコーンの油脂の場合にも見

られる。サケと同様,ユ ーラコーンの油脂 もできるだけ多 くの人に分配 されるよう計

画 され,そ の計画にそって捕獲 ・加工がなされる。 さらに,ユ ーラコーンの分配には

油脂祭宴のポ トラッチとそれに参加 した首長によるヌマイムの成員への再分配 という

より複雑な手続 きが必要 となる。 これらの事実をふまえれば,ユ ーラコーンの分配は

サケの分配 よりはるかに厳格な儀礼性を備えていると考えられなくもない。いずれに

せ よ,た しかにサケにはカニ,エ ビ,オ ヒョウなど他の漁携資源 と比べると 「計画的

な捕獲 と分配の義務」という固有の意義があるが,同 様の意義が さらに複雑な形で

ユーラコーンにも確認 される以上,こ の理由だけでサケのみを特権化することの正当

性を認めることはできないだろう25)。

5.2.3捕 獲

先住民内外から発せられる語 りにおいて,サ ケ漁携は 「生 き様」だと説明される。

この 「生 き様」 という言葉にはおお よそ2つ の意味 先住民にとっての精神的かつ

物質的な支え,か つ 日常的なルーティン が含意 されていることは前項で述べた通

りであるが,い ずれの意味 も捉えどころのない曖昧 さを持つ故に,検 証が難 しい。

とはいえ,後 者の意味についてはある程度の検討が可能 となる。ルーティンには行

為の反復が不可欠だからである。 この点で,サ ケ漁携は年にわずか2回 とはいえ,毎

年定期的におこなわれる活動である以上,い わば 「季節的なルーティン」 とみなすこ

とができるだろう。
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しかし,一 見 「客観的」にみえる基準からわれわれがサケ漁掛をルーティンと結論

付けるのとは対照的に,Aら 当の漁業漁師たち自身が漁携を日常的なものと考えるこ

とはほとんどない。漁掛 をつねに漁業操業 との対比で捉える漁業漁師にとっては,後

者が 日常的なものであって,前 者は相対的に非日常的なものだとみなされるのである。

では,な ぜ漁業漁師は漁業操業を日常的ルーティンと意識するのか。 この点に関し

て,以 下のAの 発言は示唆的である 「[漁業]オ ープニングの俺たちは真剣だ。で

きるだけ多 くのベニザケをとるために,全 員があ りったけの知識や技能を持ち出す。

それに対 して,漁 掛に真剣になる必要がない。1日 でノルマが達成で きるか ら,み ん

なリラックスして作業 をする。今年[2003年]は 孫娘たちを連れていったよ。いっ

てみればピクニック感覚だね」。Aの この発言か ら最初に理解されるのは,漁 携 とは

「ピクニック感覚」でおこない得る,「真剣になる必要がない」余暇だとみなされてい

ることである。対照的に,漁 業オープニングにおける彼 らは真剣である 彼 らは高

いノルマの達成や技能向上 といった使命感をつねに持ちつづけ,ま た長期の過酷な徒

弟的生活 を経験せねばならないから,ピ クニック感覚では漁業オープニングに臨めな

い。ここで留意 したいのは,彼 らが労働 こそを日常だと考 え,そ れ以外はいわば非

日常的な余暇なのだとする,プ ロテスタント的な労働観を持っていることである26)。

Aの 言葉を借 りれば,労 働 と余暇を隔てるものとはその行為に真剣になるかどうかと

いう点である(だ からこそ漁携は 「ピクニック感覚」でおこなえる)。つまり,少 な

くともAら 漁業漁師たちの意識においては,真 摯な態度で臨むものは労働であ り日

常である反面,そ うでないものは非 日常であり余暇なのである。

5.3サ ケ とサ ケ漁 の意義 に関す る考 察 サケ漁 業 か ら

前項で論 じた ように,語 りのなかで説明されるサケの社会 ・経 済的な意義 と,

フィール ドデータの考察 とは必ず しも一致するものではない。つまり,語 りにおいて

強調 される,漁 携領域におけるサケおよびサケ漁の重要性は,フ ィール ドデータをも

とに検証 しなおしてみると多 くの点で妥当ではないと結論付けられるのである。 さら

にいえば,漁 師がサケ漁 をいかに日常的なものと考えるのかという問題に関する前項

での議論(5.2.3)か ら窺えるように,フ ィール ドデータの考察においては,語 りで過

小評価 される傾向にある漁業操業の領域においてこそ,サ ケそしてサケ漁の意義を認

めているのである。

しかしサケ漁業 をめぐるサケとサケ漁の意義は,そ れだけではない。以下に分析す

るように,漁 業の側面から見れば,サ ケおよびサケ漁には次のような経済的かつ社会
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的 な意 義 が 認 め られ る。

5.3.1経 済 的 意 義

まず,漁 業 漁 師 の 年 収 とそ の 内 訳 を,2000年 のAら の事 例 か ら,若 手 か ら な る一

般 ク ル ー と船 長 ご とに算 出 して見 よ う(3.3な ら び に表2参 照)。

一 般 ク ル ー の 漁 業 収 入 は
,約18,000ド ル で あ る。 そ の うち8,000ド ル が ニ シ ン漁

業,10,000ド ルが サ ケ漁 業 か ら得 られ る。 ま た,仮 に この ク ル ーが9か 月 間 オ フ シ ー

ズ ン時 の養 殖 業 務 に 就 い た と仮 定 す る と,オ フ シ ー ズ ン時 の 彼 の収 入 額 は年 間 で 約

18,000ド ル とな る(4.3参 照,月 収2,000ド ル と して算 出)。 これ ら を合 計 した 一 般 ク

ル ー の年 収 は,約36,000ド ル にな る。

筆 者 の 聞 き取 り調 査 に も とつ く推 測 通 りにAら 船 長 の 収 入 が クル ー の倍 に な る と

す る な ら ば,船 長 が ニ シ ン漁 業 か ら得 る収 入 は 約16,000ド ル,サ ケ 漁 業 で の 収 入 は

約20,000ド ル と な り,漁 業 収 入 は合 計 で 約36,000ド ル とな る。 しか し,ほ ぼ す べ て

の船 長 は,サ ケ漁 業 シ ー ズ ンに 限 っ て妻 や独 立 して い な い子 供 た ち を少 な く と も1人

は ク ル ー に登 録 し,そ の収 入 を家 計 に 回す か ら,世 帯 収 入 は い くぶ ん多 くな る もの と

考 え て よい だ ろ う。Aの 場 合 は妻 を ク ル ー に してい た か ら,漁 業 か ら得 られ る実 際 の

世 帯 収 入 は彼 自 身 の収 入36,000ド ル に妻 の 収 入10,000ド ル を足 した46,000ド ル に な

る。 そ の ほ か,Aは 約9か 月 間養 殖 場 で養 殖 網 を取 り替 え る仕 事 をす る。 こ の仕 事 の

月給 は約800ド ル に な る は ず な の で,9か 月 間 この 労 働 に携 わ る と1年 で約7,200ド

ル を得 る。 つ ま り,漁 業 と養 殖 網 の取 り替 え作 業 を あ わ せ た 年 収 は,約53,000ド ル

に な る。 一 般 ク ル ー,船 長 と も に,そ の他 の収 入 源 の可 能 性 た とえ ば松 茸 狩 りな

どの 臨 時 収 入 や 上 位 世 代 か らの 遺 産 な ど もあ る が,こ れ に は そ の 額 が 含 まれ て い

な い。

一 般 ク ル ー の 年 収 額 で あ る約36
,000ド ル,そ して 多 く は妻 帯 者 で あ る 船 長

の年 収 額 で あ る約53,000ド ル は,キ ャ ンベ ル ・リバ ー とい うB.C.州 の ロ ー カル な地

域 で生 活 す る 限 りに お い て は,ま っ た く不 自由 しな い額 とい え よ う。 一 般 ク ル ー の例

表2ク ワク ワカワク ゥ漁業漁 師の2000年 にお ける年収 とその内訳(船 長 のサケ漁業収入 には

1人 分 の一般 クルー収入 を加算。単位 はカナダ ドル)

サケ漁業

収入額

ニシ ン漁業

収入額

漁業収入

合計

養殖場労働

収入額
年収

一 般 ク ル ー 10,000 111 18,000 18,000 36,000

船 長 30,000 16,000 46,000 7,200 53,200
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をあ げ る と,キ ャ ンベ ル ・リバ ー で彼 らが 賃借 す る部 屋 に払 う金 額 は約200ド ル で あ

る 。飲 食 費 は個 々人 に よっ て異 な るが,そ れ で も先 住 民 で あ る彼 らは漁 掛 に よっ て 食

料 を獲 得 す る こ とが で きる だ け で な く,ス ーパ ー マ ー ケ ッ トで物 資 を購 入 す る際 に も

消 費 税 を免 除 さ れ る こ とが あ る た め,ヨ ー ロ ッパ 系 カ ナ ダ人 よ りは 多 く節 約 で きる

(注24参 照)。 そ して 何 よ り,キ ャ ンベ ル ・リバ ー の深 刻 な就 職 事 情 を 考 慮 す る と,

出稼 ぎに 出 な く と も家 計 を維 持 で きる彼 らは比 較 的恵 まれ て い る とい え る だ ろ う。 そ

して この恵 まれ た経 済 状 況 に漁 業 収 入が 貢 献 す る度 合 も比 較 的高 い。 一 般 ク ル ー の場

合 は年 収 額 の約5割,船 長 に な る と8か ら9割 が 漁 業 か ら賄 わ れ て い る の で あ る。

こ の う ち サ ケ 漁 業 の 収 入 は,一 般 ク ル ー の 場 合,漁 業 収 入 全 体 の 過 半 数(約55

パ ー セ ン ト,10,000/18,000ド ル)を 占め る。 他 方Aの よ うに 扶 養 す る家 族 を持 つ こ

との多 い船 長 の場 合,サ ケ漁 業 の収 入 額(30,000ド ル,妻 の収 入 を加 算)は 漁 業 収 入

全 体(46,000ド ル,妻 の収 入 を加 算)の65パ ー セ ン トを 占め る。 ま た,サ ケ 漁 業 の

収 入 額 が 年 収 全 体 に 占め る割 合 は,一 般 クル ー の場 合 約28パ ー セ ン ト,船 長 の 場 合

は約57パ ー セ ン ト(妻 の 収 入 も加 算)と な る。 こ の比 率 が 高 い か ど うか の 判 断 は評

者 に よっ て まち まち で あ ろ うが,そ れ で も,サ ケ漁 業 の収 入 だ け で船 長 の年 収 の過 半

数 を占 め て い る事 実 は特 筆 に価 す る だ ろ う。

ニ シ ン漁 業 の収 入額 も漁 業 収 入全 体 の約4割 を 占 め る以 上 ,過 小 評 価 され るべ きで

は な い 。 さ らに,ニ シ ン漁 業 の収 入 が サ ケ漁 業 の収 入 を上 回 る 時期 もあ っ た ほ どで あ

る(注17参 照)。 しか し,サ ケ漁 業 と比 べ る と,ニ シ ン漁 業 とク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ漁 師

の 関 わ りが 短 い とい う事 実 や,20世 紀 半 ば に ニ シ ン漁 業 が 一 度 衰 退 し,し か も新 た

な数 の子 漁 業 で も需 要 が ほ ぼ 海外(日 本)に 限 られ て い る とい う事 実 が,漁 師 た ち に

ニ シ ン漁 業 の経 済 的 な不 安 定 さを想 起 させ て い る。 対 照 的 に ,サ ケ漁 業 は 「安 定 して

収 入 を もた ら して くれ る もの 」 と漁 師 た ち にみ な され て い る。 サ ケ はB.C.州 に漁 業

が発 足 した1880年 代 か ら現 在 ま で,つ ね に安 定 した収 入 を も た ら して きた だ け で な

く,市 場 と需 要 地 が つ ね に本 国 に あ っ た か らで あ る。

5.3.2社 会 的 意 義

ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ漁 師 の ま き網 の クル ー 集 団 は,3つ の 点 序 列 の存 在,「 実 際 に

や っ て み る」 とい う方 法 で の 技 能 学 習,学 習 の 全 人 格 性 で徒 弟 的 で あ る。 こ れ ら

の特 性 が もた らす 社 会 的機 能 を本 稿 の これ まで の議 論 に則 して ま とめ る と,次 の よ う

に な る だ ろ う。 第 一 に,ク ル ー 集 団 の 一 員(か つ 「専 門」 漁 師)と して の ア イ デ ン

テ ィテ ィ をク ル ー の 内 に形 成 し(3.2,3.3)27),第 二 に,技 能 の 学 習/教 育 の シス テ ム
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を形成 し(3.2,3.3),第 三に,サ ケ漁が職業でありかつルーティンであるという強烈

な感覚を植え付ける(5.2.3)。 厳密にいえば,上 記3つ の徒弟的特性やそれによる社

会的機能 というものは,ニ シン漁業やサケ漁掛時に編成 されるクルー集団にも確認 さ

れないわけではない。 しかし上記の徒弟的特性を導 くための2つ の条件,つ まり長期

問のフィッシング トリップと高い漁獲 ノルマの要求を備えている点で,サ ケ漁業にお

いて編成 されるクルー集団こそが徒弟的特性やそれによる社会的機能を顕在化 させる

のである。

しかし,ク ワクワカワクゥ漁師のクルー集団における徒弟的な特性は,ほ かにもク

ワクワカワクゥ社会のランクシステムを再生産し,さ らには社会に新たな階層上の秩

序 を生み出すこともあるという側面 も併せ持っている。詳 しくは以下で論 じてい く

が,こ れには親戚関係を通 じた雇用方法がおおいに関係 している。

現在,ラ ンクとそれに付随する特権は依然 として相続および継承の対象 となってい

るが,ラ ンクシステムは伝統的な形では機能 しなくなっている。ただし,今 でも潜在

的にはランクを元にした社会的序列は存在するものと考えられ,さ らにある特殊な状

況においては実際に機能 してもいる。た とえば,現 在無人化 しているAの ヌマイム

の居留地にヨーロッパ系カナダ人が訪問することを許可するかどうかという問題が議

論 されたことがあり,そ の際Aの 従兄弟 とAの 長男Bの あいだで意見が食い違った

が,こ のときはランクシステム上高位だか らという理由でBの 意見が優先された。

この例からも窺えるように,ラ ンクは現代においても社会的序列が潜在的に存在する

ことを肯定する論理 として,か つある局面では当事者の相対的な上下関係を導 き出す

ための指標 として機能 しているのである。

伝統的なランクシステムとは違って,「現代版」 ランクシステムでは一般に年功序

列の原理が働いている。つ まり世代が上になるほど,兄 弟では年齢を重ねているほど

高位 とされる。それでも,首 長の家系から直系か傍系か(直 系のほうが高位)と いう

点が もっとも重視 される点では伝統が踏襲 されている。先述の例において,Aの 長男

Bが 彼 より一世代上位であるAの 従兄弟(Bに は 「オジ」にあたる)の 意見 を退け

られるのは,そ のためである。

この規定にしたがえば,Aの 漁船のクルーで最高ランク保持者はAと なる(3.3お

よび図3)。 彼は最年長者であり,か つヌマイムの次期首長(現 首長の長男)で ある。

Aに 続 くのは,Aの あ とに首長を継 ぐことになる長男Bで ある。同じくAの 実子で

ある次男Cが それに続 く。残るDとEは,と もにヨーロッパ系カナダ人であ り,厳

密 にいえばランクシステムの対象ではない。 しか しAと 接する機会が多いか らか,
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図3サ ケ漁業 における例年 のクルーたちの親族 関係 と社会 的序列

発 言 力 の 点 か らい え ばDの ほ うが 明 らか に優 位 に あ っ た28)。 こ う した 社 会 生 活 上 の

彼 らの 序 列 と,漁 船 に お け る ク ル ー と して の 序 列(3.2参 照)を 比 較 して み る と,両

者 が一 致 す る の は 明 らか で あ る(図3)。

この 一 致 は,ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥみ ず か らが 意 図 的 に持 ち 込 も う と した とい う よ り

は,あ る種 の 偶 然 が 重 な っ た 結 果 で あ る 。 まず,ヌ マ イ ム の 次 期 首 長 で あ るAは,

漁 師 か つ船 長 と して 長 い 経験 を持 つ29)。彼 は 「漁 師 の 息 子 は漁 師 に な る」 とい うク ワ

ク ワ カ ワ ク ゥの 規 範 通 り,実 子 のBとCが 将 来 漁 師 に な る もの と考 え て,幼 少 の 頃

か ら漁 に連 れ て い く。 た だ し養 子 のDや オ イのEに つ い て は そ の 限 りで は ない 。 こ

の た め,高 位 の ラ ンク保 持 者 で あ る直 系 の息 子 た ち は,当 然 なが ら漁 にふ れ る期 間が

長 くな り,他 の クル ー よ り経 験 を積 む こ とが で き る。 さ らに 実 子 間 で も,同 じ く16

歳 で 漁 師 に な っ た長 男 と次 男 で は,前 者 の ほ うが よ り長 い経 験 を積 め る こ とに な る。

この よ う に,「 漁 師 の 息 子 は漁 師 に な る」 とい うク ワ ク ワ カ ワ ク ゥの 強 い 規 範 に も と

つ い て ,ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ社 会 の側 が ク ル ー集 団 に一 定 の年 齢 に達 した男 子 を送 り込

む シ ス テ ム こそが,い わ ば 間接 的 に クル ー の序 列 とラ ンク シ ス テ ム上 の川頁位 の一 致 を

もた ら して い る の で あ る。 そ して この一 致 が 偶 然 だ と して も,結 果 的 に ク ル ー 間 の序

列 は漁 船 を降 りた と きの社 会 生 活 上 の ラ ンク シ ス テ ム を表 象 し,再 生 産す る こ とに な

る の で あ る 。

た だ し,ク ル ー集 団 の 序 列 は 単 に ラ ン ク シ ス テ ム を表 象 ・再 生 産 す る だ け で は な

い 。 以 下 に紹 介 す る2000年 の例 に窺 え る よ う に,ク ル ー 集 団 の徒 弟 的 特 徴,と くに

序 列 と技 能 の段 階 的一 致 とい う特 徴 は,時 と して社 会 的序 列 を左 右 す る フ ァク ター に

もな る の で あ る 。

2000年 の サ ケ 漁 業 時 の クル ー 配 置(図4-a)は,さ ま ざ ま な理 由 に よ り例 年 とは違

う様 相 を呈 した 。Aの 長 男Bが あ る事 情 でAの オ ジ の 漁 船 で ドラ ム を操 縦 す る こ と

に な り,ま た 次 男Cは 妻 の 出 産 に立 ち 会 うた め シ ー ズ ン前 半 に乗 船 で きな か っ た 。
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b.ク ル ー,親 族 関係 と序 列 の推 移

ク ル ー職 社会 的序列. ク ル ー職 社会 的序列.

(前半) (1)前 半 (後半) (2)後 半

A 船長 1位 船長 1位

C 不参加 ドラム操縦 2位

D タ イ ・ア ップ 3位 タ イ ア ップ 3位

F ドラム操縦 2位 甲板雑務 5位

G スキフ操縦 4位 スキフ操縦 4位

図4サ ケ漁業 の2000年 のクルー,親 族 関係 と序列 の推移

さ ら に オ イ のEは,こ の 年 に 限 り別 の 職 に就 い た。 そ の た めAは ドラ ム とス キ フ操

縦 者 を探 さね ば な ら な くな っ た(タ イア ッ プ は例 年 と同 じ くDで あ る)。 結 局,ド ラ

ム操 縦 者 に はAの 旧友F(47歳)が,ス キ フ操 縦 者 に はCの 友 人G(22歳)が 採 用

され た。 当 時,Gは1年 の漁 師 経 験 しか 持 た なか っ たが,船 外 機 が 使 え る とい うこ と

で雇 用 さ れ た 。 他 方 でAと は 別 の ヌ マ イム に属 す,ア ラ ー ト ・ベ イ 出 身 のFは,当

時 こそ 漁 業 か ら離 れ て い た も の の,若 い 頃 はAと と も に漁 を お こ な っ て い た だ け で

な く,漁 師経 験 自体 も長 か っ た た め に ドラ ム操 縦 を任 され た 。 こ の よ う に,2000年

シ ー ズ ンに お い て は,例 年 とは異 な る 人員 が ク ル ー登 録 され た た め に,船 上 に お け る

ク ル ー 問 の 徒 弟 的序 列 と通 常 の 社 会 生 活 にお け る ラ ンク シ ス テ ム 上 の 順 位 の 一 致 は,

必 ず し も自 明 で は な か っ た 。 そ こ でAは,ド ラ ム操 縦 者 で あ っ たFが 別 の ヌ マ イ ム

出 身 と は い え,こ の 漁 船 の 最 高 ラ ン ク保 持 者 で あ るAと 友 人 で あ り,な お か つ 他 の

ク ル ー よ り年 長 者 で あ る とい う理 由 か ら,操 業 中 とそ うで な い 時 間 を問 わ ずFに 強

い発 言 権 を与 え,他 の ク ル ー に はFを 尊 重 す る よ う命 じた。 こ う してAの 漁 船 で は,

擬 似 的 に で は あ るが,例 年 通 りク ル ー 問 の序 列 とラ ンク シ ス テ ム上 の順 位 の一 致 が 持

ち込 ま れ た の で あ る(図4-b-(1))。

しか し,長 期 間現 場 か ら遠 ざか っ て た め,Fは シ ー ズ ン当 初 か ら作 業 にお い て数 多
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くの失 敗 を した 。 さ らに5時 か ら22時 まで の 拘 束 時 間 は47歳 の彼 に は過 酷 だ っ た の

か,操 業 中 に 集 中力 を 欠 くこ と も しば しば あ っ た 。 こ う してFの ドラ ム操 縦 者 と し

て の技 能 が満 足 い く もの で な い こ とが 露 呈 され る と,擬 似 的 に保 た れ て きた ク ル ー 問

の序 列 は 崩 壊 した。 そ して シ ー ズ ンが2週 間 た つ 頃 に は,ク ル ー長 的 役 割 がFか ら

タイ ア ップ で あ るDに 委 ね られ る よ うに な っ た。 さ らに,Aの 次 男Cが 妻 の 出 産 後

に シ ーズ ンに復 帰 す る と,Cが ドラム操 縦 を担 当 した こ とでFは 甲板 雑 務 に まわ され

た 。 この と きの ク ル ー 問 の序 列 は,ド ラ ム操 縦 二C,タ イ ア ップ ニD,ス キ フ ニG,

甲 板 雑 用=Fの 順 に な っ た(図4-b-(2))。 こ う して ド ラ ム操 縦 者 で あ っ たFの ク

ル ー集 団 内 で の地 位 は一 気 に凋 落 した わ け だが,彼 の地 位 の下 落 は漁 船 上 だ け に と ど

ま ら な か っ た 。 つ ま り満 足 な ドラ ム操 縦 が で きな か っ たFは,シ ー ズ ン後 の 社 会 生

活 に お い て も面 目 を失 う こ とに な っ た の で あ る。

これ らの 例 か ら,つ ぎの 指 摘 が 可 能 とな ろ う。 まず,各 ク ル ー の 徒 弟 的 な序 列 は,

通 常 の 社 会 生 活 にお け る ラ ン ク を 反 映 す る。 そ れ と 同 時 に,2000年 の 例 か ら窺 え る

よ う に,ク ル ー の 徒 弟 的 序 列 は逆 に ク ル ー の 社 会 生 活 上 の 序 列 に も影 響 を 及 ぼ し得

る 。父 一 息 子,兄 一 弟 間 の よ うに,二 者 間 の序 列 が 明確 で 固定 して い る場 合 は と くに

問題 は な い 。 しか し,「 父 の 末 弟一 父 の 長 男 」 や2000年 の例 に あ る 「父 の 旧友 一 父 の

養 子 」 の よ うに序 列 が 明確 で な い場 合,サ ケ漁 に 関 わ る技 能 は社 会 的 な上 下 関係 を左

右 す る フ ァク ター に な り得 る。 徒 弟 集 団 で は個 人 の地 位 と技 能 の程 度 が パ ラ レル で あ

る以 上,技 能 の欠 落 が 船 上 で の彼 の地 位 を低 落 させ る こ とは あ り得 るが,実 際 に は船

上 で の生 活 だ け で な く,船 をお りた と きの序 列 に ま で影 響 を 及 ぼす の で あ る。

この よ うに,フ ィー ル ドワ ー ク で の観 察 を吟 味 す る 限 り,サ ケ とサ ケ漁 は漁 業 操 業

の側 面 に お い て も社 会 的 に重 要 な意 義 を帯 び る の で あ る。 つ ま り,ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ

は 「現 代 版 」 ラ ンク シ ス テ ム をサ ケ漁 業 の操 業 の なか に再 生 産 して きた だ け で な く,

操 業 に求 め られ る技 能 を特 定 の 人物 問 の社 会 的序 列 を決 定 す る フ ァク ター と して利 用

して い る の で あ る。19世 紀 半 ば の ク ワ ク ワ カ ワ ク ゥ社 会 に お い て,ポ トラ ッチ が ヌ

マ イ ム や 「トラ イ ブ」 間 の上 下 関係 を 決定 す る フ ァク ター と して機 能 して い た こ とは

周 知 の事 実 で あ る(cf.DruckerandHeizer1967)。 そ して現 在,集 団 と個 人 とい う違 い

が あ る とは い え,サ ケ漁 に 関す る技 能 程 度 とい う要 素 が そ の機 能 を部 分 的 に受 け継 い

で い る の で あ る 。
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6終 わ り に

本稿を通 じて指摘 してきたように,先 住民による語 りにせ よ,先 住民社会を外側か

ら観察する人々の語 りにせ よ,そ こで説明される 「先住民にとってのサケおよびサケ

漁の社会 ・経済的意義」は,フ ィール ドワークで観察 される状況ならびにフィール ド

データの分析 とは大 きな違いを見せている。サケおよびサケ漁の社会 ・経済的意義

は,語 りにおいてはおもに漁掛の領域から強調 されるのに対 し,フ ィール ドデータの

分析からはむしろ,漁 業操業の領域において浮き彫 りになるのである。ここにおいて

はじめて,わ れわれはサケについての言説が神話化 されている可能性を指摘できるだ

ろう。

しかし,本 稿での議論 をこうまとめるにあたって,筆 者は,ク ワクワカワクゥがお

こなう漁掛活動の領域においてサケおよびサケ漁がまったく社会 ・経済的な重要性を

持たなくなったのだと主張するつ もりはない。漁携活動の領域のなかでも,サ ケとサ

ケ漁は明らかに社会的重要性を持っている。たとえば,漁 業漁師を引退 した人口の多

いアラー ト・ベ イやポー ト・ハーディでも日々の食事にパ ンや冷凍食品の占める比率

が激増 しているのはたしかであるが,そ れでもキャンベル ・リバーに比べると漁携資

源 に対する依存度は比較的高い。また 本稿では扱わなかったが,と くにスパ

ロー判決以後,漁 掛が高い政治性を帯びるようになってきたことを無視するわけには

いかない。いわゆる 「先住民権」が承認 され,そ の精緻化が進められているカナダに

おいて,サ ケ漁携は土地や資源の管理をめぐる政府間交渉の鍵 となっている。 また法

廷 においては,モ リスがいうように,漁 携をおこなうことは,現 在 「クワクワカワ

クゥ」 と呼ばれる人々が ヨーロッパ人の到来時すでにこの地に住んでいた 「クワクワ

カワクゥ」の正統な子孫だという法的証明にもなるだろう30)(Morrisl994:138)。 そ

して漁掛に付 されるこれらの政治的,法 的役割 こそが,フ ィール ドデータの分析 とは

異なる漁携重視(そ して漁業軽視)の 語 りを生み出しているのかもしれない。

クワクワカワクゥのこの 「サケ神話」を 「民族集団(と くに先住民)に よる特定の

生業対象資源の特権化」 とみなすならば,同 様の例は世界中に見られる。たとえば北

欧のサーミは トナカイを,北 海道アイヌはクワクワカワクゥと同様サケを,イ ヌイ ト

はアザラシを特権化する傾向がある。そしてこれらの先住民を外側から観察する人々

も,先 住民 自身が発する特定資源の特権化の語 りを無批判のまま賛同してきたところ

がある。 しかしごく最近になって,こ れらの先住民 と彼 らが力説する特定資源 との密
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接な関係性についても,フ ィール ドワークおける観察にもとついた再検討がすすめら

れ,そ の結果 本稿が例証 したのと同様 語 りにおける説明との食い違いが指摘 さ

れるようになった。そしてこうした指摘を通 じて,改 めて各先住民社会におけるアザ

ラシ,ト ナカイ…といった資源の意義が検討 されるようになっている(cfス チュ

アー ト1996;1998)。 これ らの研究が教示するように,あ る民族集団にとって特定の

生業対象資源が もつ価値は,そ れらの民族集団が語 りのなかで主張するほどに自明な

ものとは限らない。それらの価値を再度検討 した上で,改 めて生業活動ないし特定の

資源が先住民社会で持つ意義を,資 本主義経済の導入あるいは国際的な先住民権の昂

揚 といった事象 と絡めて検証する作業が必要 となっていくのであろう。
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注

1)本 稿が対 象 とす るクワ クワカワク ゥの テ リ トリーで は,19世 紀 後半にボ アズ が調 査 して

か ら現 在 にいたる まで,1960年 代 にギル フォー ド島 を調査 したローナー以外長期 の フィー

ル ドワークを敢行 した人類学者が いない。 なお,北 西海岸 にお ける他 の先住民 の漁掛 につ い

ては,人 類学者 ホーソー ンな らびに漁業省 ピアースによる実態調査が おこなわれた。 しか し

注23で も紹介 しているよ うに,彼 らの報告書が政府 の政策 に反 映 された とはいい難 い。

2)本 稿 では,商 業 捕獲 を目的 と した漁 を漁業(操 業),自 家消 費 を目的 とした漁 を漁携 と記

す。 また,捕 獲 の 目的によ らずサ ケの捕獲行為 に言 及す る場合 には,単 に漁 と記す。

3)余 談 ではあるが,筆 者 は フィール ドワークにおいてAと ともに行動 す るこ とを許可 され

る代 わ りに,筆 者 の書 いた ものの要 旨あるいは本文全体 の英訳 を彼 および彼 の親戚 に提示す

るこ とを約束 している。現地 の協力者 に筆者 の書 いた内容 を報告す るシステムによって,部

分 的に とはいえ,昨 今北米 において問題化 されているよ うな人類学者 の倫理 の問題 は解消 さ

れている と筆者 は信 じる。 なお,筆 者が記述 した論 旨や史実 につい て,わ れわれのあい だで

意見 が違 うこ とは しば しばあるが,こ の食 い違い は問題 では ない。筆者 とAの 合 意す る と

ころでは,意 見 を一致 させ るこ とよ りも議論す るこ とこそが重要 なのである。

4)ク ワクワ カ ワ ク ゥの 人 類 学 的 研 究 で は,イ ギ リス の ハ ドソ ン湾 会 社(Hudson'sBay

Company)が フォー ト・ルパー トに交易所 を設置 した1849年 以前 を 「伝統 的」 時代 とみ な

す こ とが 多い(e.g.Codere1961;DruckerandHeizer1967)。 しか し経済活動 に焦点 をあてる場

合,先 住 民の伝統的様式 は1920年 代 まで確認 される。た とえば クワクワカワ クゥの下位集

団の1つ で あ る レク ウィル トク(Lekwiltok)は,1900年 頃 にサケ漁業 に参 入 した もの の,

1920年 代 まで はそれ以前 と同様 の移動 型の生業 キ ャンプによる生 活 を維持す る ことがで き

た(cf.立 川2002a)。 こう したことか ら,本 稿で 「伝統的」 とい う場合 は1920年 代 まで を指

す こ とにす る。

5)ネ ーシ ョンの数が14-17と ば らつ きが あるのは,ク ワクワカワク ゥと行政上登録 されてい

るバ ン ドの うち,3つ の もの が現 在 になってみずか らをセ イリ ッシュ(Salish)と い う異 な

る民族集 団である と主張す るよ うになったか らである。

6)本 文 中で述 べた ように,漁 師人口比 につ いての統計 は存在 しない。 しか し1990年 代後半

以後 のクワクワカワク ゥにおける漁 師人口比が3割 弱 だ とい うのは,Aを は じめ とす る多 く
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の船長 に共有 された見解 である。 これ らの船長 たちは,加 工業者が主催す る定期 的な会合 に

出席す る。 その際 誰が漁業 か ら退 いたか とい う情報 をある程度 的確 に把握す るこ とが で き

る。

7)と はいえ,サ ケが遡上 するB.C.州 内のお もな河 川の うち,北 方のナス川(Nass,B.C.州 と

アメ リカ,ア ラスカ州 の国境 に流 れる河 川)や スキーナ川 に遡上す るサ ケのス トックはさほ

ど減少 していない。そ ればか りか,回 避 数(escapement,無 事 に河 川に遡上 で きたサケ の尾

数)調 査 によれば,2000年 以 後はむ しろ回復 の兆 しを見せ てい る。

8)カ ナダ政府 は太平洋沿岸 の漁 業域 を漁法 別に2つ か3つ に分類 している。 まき網の場 合,

漁業域 は北部 と南部 の2つ に分 け られ,さ らにそれぞれは複数の漁業 区に細 分 されてい る。

漁 師た ちは,北 部 と南部 の操業 に対 しそ れぞれ ライセ ンスの取得が必要 となる。2000年 の

場 合,先 住 民 が ま き網 ライセ ンス を取得 す るの に必 要 な額 は北 部 と南部 それ ぞれ につ き

2,670ド ル(非 先住 民 は3,880ド ル,以 下通貨 単 位 は本 文 中 を含 めす べ てカナ ダ ドル)で

あった(Canada2000:Appendix4-4)。 さ らに,北 部 と南部 それぞれの,ど の漁業 区を利用す

るかにつ いて,船 長 は5年 ご とに登録す る必要が ある。

9)後 述す るように,ニ シ ン漁 はサ ケ漁 よ り多 くの人々を必要 とす るが,こ こでの漁 師は最低

で もニシ ン漁業時 に招聰 される人々を指 している。

10)Aが 数 えて くれた ところに よる と,2002年,ポ ー ト ・バ ーデ ィには クワ クワカワ クゥ漁

師の漁船が14隻,ア ラー ト・ベイには8隻 あ り,キ ャ ンベ ル ・リバ ーには30隻 以上 あった

らしい。 ただ し,も ちろんこれ らの漁船すべ てが漁業 シーズ ンに漁 に出る とは限 らない。

11)北 西 海岸の漁 師たちの あいだで は,オ ー フ.ニング とい う語 は,解 禁 日とい う意 味で はな

く,1週 問あるいは1日 とい うスパ ンにお いて刺 し網や ま き網 な ど特定の漁法 による操業が

許可 される具 体的な時間帯 とい う意味 で使 われている。 これに対 し,1年 とい うスパ ンで み

た場合 に操業が可能 な期 間はシーズ ンと呼 ばれる。

12)自 身のポイ ン トとは,過 去 にサ ケのハネを頼 りに投網 した結果,多 くの漁獲が得 られ,以

後 も漁 師に 「サ ケが とれる場所」 として認識 された ところをい う。各船長 はこのよ うな場所

をい くつ か もっている ものである。船長 はこれ らの場所 を利用す る権利 を排他 的に持つ わけ

ではないが,そ れで も他者 はそこをあま り利用 しないこ とが暗黙 のルール となっている。

13)Aの ように,9歳 で正式 な スキ フ操縦 者 として漁 をお こな ってい た人物 もかつ てはい た

が,最 近は男子が正式 な クルーに なるのは16歳 になってか らであ る。 クルーに登録 され る

年齢 のこう した引 き上 げは,学 校教育 の普 及による ところが大 きい。

14)そ のほか,筆 者が観 察 した限 りで は,ク ルーが互 い に親戚 であ る とい うこ とは 「実際 に

やってみる」 とい う学習方法 に不可欠 な,失 敗 に寛容 な態度 を生 み出 しやすい よ うに思 われ

た。 実際,互 い に親 戚あ るいは姻戚 関係 にあ るクルーの失敗 はか ばわれる ことが 多か った

が,反 対 にクルーたち と親戚 関係 にない技 師は,失 敗 を厳 しく糾弾 されるだけでな く,と き

には誰 のせ いかわか らない失敗 の責任 をなす りつ け られるこ ともあった。

15)調 査協力者 に とって収 入 とは もっ とも語 りた くない ものである以上,そ の調査 は困難 な も

の とな った。みず か らの家 に筆者 を下宿 させ て くれ たAも,漁 業 の収入の査定 方法 と一般

クルーのおお よその収入額 について は語 って くれ た ものの,2000年 に船長 である彼 自身が

実 際 に得 た収入額 につい ては教 えて くれ なか った。 しか しクルーの なか には,Aの 次男C

の ように,イ ンフ ォーマ ルにみずか らの収入 額お よび船長 であ るAの 推定収 入額 を語 って

くれた者 もいた。本項 で提示す る数値 は,ク ルーが インフォーマルに筆者 に語 って くれた金

額 と,Aが 筆者 に語 った収入査定方法か ら,筆 者が妥当 と判断 した収入額であ る。

16)実 際は,サ ケの種 ご とに1パ ウ ン ドあた りで価格が設定 されてお り,そ れに基づ いて算 出

される。 しか し漁師た ちは,お お よそベ ニザケ1尾7ド ル,シ ロザ ケ45ド ル,カ ラフ トマ

ス45セ ン トと計算 してい る。 また,筆 者が記録 した ところ によると,筆 者 が同乗 した漁船

の2000年 の漁獲 はベ ニザ ケ10,543尾,シ ロザ ケ933尾,カ ラフ トマ ス32,441尾 である。 こ

れを先 の1尾 あた りの価格 を もとに計算 した結果が100,000ド ルである。

17)も っ とも,1990年 代の前 半 までは,今 とは比べ 物 にな らない ほ ど漁獲 が多 く,そ れ故収

入 も格段 に よか った とい う。Aの 次男Cに よると,彼 が漁 師 となった5年 前の彼の収入 は,

ニシ ンで45,000ド ル,サ ケで27,000ド ルであった。

18)キ ャ ンベル ・リバーでは,男 子 の場合,高 校 を卒業 して も地元 で就職 しようとす れば養殖

業 か林業 に携 わる しかないため,多 くの若者が短期 の出稼 ぎ労働 のためにアルバ ータ州 な ど

に出ている。女性 の場合 で も,わ ず かの事務職やサ ービス業が ある程度 である。

19)Aの 妻 の収 入は,全 額家計 にまわされ るそ うで ある。
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20)た だ し,フ レーザ ー川上流 に住 む3つ のネーシ ョンに限 り,漁 携 で得 た漁獲 の試験販売が

認 め られている(Canada2000:14)。

21)「 同化 政策 のため に先住民 の伝統 は失われ る危機 に遭遇 した,し か しその一歩手前で先住

民 は踏み と どまった」 とい う論調 は,ほ か に もポ トラッチを語 る ときに しば しば見 られ る

(cf.Morris1994:151)0

22)こ れに対 してナイ トは,サ ケ漁業 ・缶詰業 と伝統 的生業活動 はそれを取 り巻 く経済 システ

ムの点 で も,ま た技術上 もまった く異 質の ものであったこ とを指摘 し,キ ューのような想定

は単 に感傷主義 で しかない と批判 した(Knight1996:6,10)。

23)も ちろんい くつ かの例外 もある。た とえばカナ ダ政府 は,1957年 か らホ ーソー ンら人類

学者 に,1980年 には漁業 省の ピアースに,先 住民社 会にお ける漁r.yiの意義 を調 査 させ てい

る。 ピアースを例 に とる と,調 査 の結果,彼 は先住民 に とって漁携が きわめて重要 であるこ

と,と くに食料獲得以外 に も重要 であるこ とを理解 し,さ らにはサ ケ漁業 にお ける重装備化

が先住民漁 師に不利 に作用す るこ とを痛感す るにいたった。 しか し彼 の報告書 は,結 局 の と

ころ漁業政策 に大 きく反映 されるこ とはなかった(cf.Newell1993:154-155)。

24)居 留 地で注文す る場 合,先 住 民(カ ナ ダでい う ところの 「認定 インディア ン」)は 無税 で

タバ コを購 入す る ことがで きる。 また,キ ャンベ ル ・リバーの ウィワイクム(Weewiakum)

ネーシ ョンはみず か らの居留地 内に大型 のシ ョッピ ングモールを建設 し,そ こで購入す る先

住民 に消費税 な しで商 品を購入 させ ている(c£Canada1998:10-11)。

25)こ の事実 は,特 定 の資源 の選択性 とい う新 たな問題 を浮上 させ ている。

26)当 然 なが ら,こ れは漁業漁 師の見解 であ り,漁 業 か ら引退 した生業漁 師に必ず しも当ては

まる とは限 らないこ とを断ってお く。 なお,ラ ヴィオ レッ トの著作 で強調 されるように,職

業 を 日常 と結 びつけ る認識 の背 景 には,19世 紀 には じまるカナダ政府 による先 住民への プ
ロテスタ ン ト的な倫理観 の植 え付 けが大 きく関連 している と思 われる(LaViolettel961)。

27)ニ シ ン漁業 で甲板 の雑務 しかおこなわない人々に職業 を尋 ねる と,漁 師(fisherman)だ と

答 える。英語 の"fisherman"と い う語彙 は職業漁師の極 とその対極 にある 「釣 り人」 のあい

だの連続 した状況 にある人々すべ てを網羅 している以上,こ れは誤 りではない。彼 らの職業

は漁 師なのである。 しか し,収 入や漁 師 としての 「専 門」性 という点 にお いて,彼 らがサ ケ

漁業 の クルー経 験者 と区別 され るのは明 らかであ る。実 際,サ ケ漁業 のク ルーたちの前 で

は,彼 らはみず か らを漁 師 と名乗 るこ とをため らうこ ともある。

28)Aだ けでな く多 くの クワクワカワク ゥが,現 在 で も養取 を実施 している。養子が先住民 で

あるか どうかは問われない。養子 は実子 と同様,生 活上 さまざまな援助 を受 ける。世襲 の地

位 や財 産の継承 においては実子 のほ うが優先 されるが,そ の反面 「漁 師の息子 は漁 師にな ら

なければな らない」 とい うクワ クワカワク ゥに浸透 した規範か らは逃 れやす くなるこ とは,

Dを み れば明 らかであ ろう(3.3参 照)。 なお,こ こでは養子Dの ほ うが オ イのEよ り上位

に位置づ け られているが,も しEが 父方(つ ま りクワクワカワク ゥ)で あるな ら,Eの ほう

が上位 に位置づ け られる可能性が あるこ とを付言 してお く。

29)ク ワクワカワ クゥ社会 において首長=船 長=企 業家 という図式が大 まかに成立す る社会 的

背景 につ いては拙稿(立 川2002b)を 参照。

30)ス パ ロー判決以後 の政治 ・法 的な動 向においては,漁 業 と漁掛 のあいだの境界線が少 しず

つ消 されよ うとしている。政 府は先住民漁 師か ら漁業 ライセ ンスを買 い戻 し,漁 携 を推進す

るなかで,漁 携 で得 られた資源 の販売 を検討 しているか らである(実 際には先住民 の各 ネー

シ ョンと政府 の交渉が暗礁 に乗 り上 げているこ とや非先住民 か らの反対 もあって,こ の方針

は滞 ってい るの だが)。 しか し本稿 で論 じて きた ように,日 常生活 のなかでは,漁 業 と漁携

は社会 ・経済 的に明確 に異 なる もの と意識 されている。
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